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更
生
保
護
法
人
「
千
葉
県
帰
性
会
」
の
安

定
し
た
運
営
の
た
め
、
こ
の
た
び
「
賛
助
会

員
」
制
度
が
発
足
さ
れ
た
。
そ
し
て
広
く
本

会
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
く
為
に
年
間
事

業
報
告
書
を
広
報
誌
「
ふ
く
で
ん
」
（
福
田
）

と
名
づ
け
て
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
よ

っ
て
こ
の
機
会
に
本
会
の
沿
革
を
簡
単
に
振

り
返
り
、
御
理
解
に
供
し
た
い
と
思
う
。 

明
治
初
年
、
徳
川
幕
府
よ
り
政
権
を
受
け

継
い
だ
明
治
政
府
は
、
近
代
国
家
建
設
を
旗

印
に
、
矢
継
ぎ
早
に
各
種
施
策
を
施
行
し
た
。

そ
の
中
に
は
犯
罪
者
の
処
遇
問
題
も
あ
っ
た
。

明
治
五
年
、「
監
獄
則
」
が
制
定
さ
れ
、
犯
罪

者
の
収
容
施
設
と
し
て
、
千
葉
県
で
は
「
寒

川
監
獄
」
の
設
定
に
始
ま
り
、
そ
れ
は
現
代

の
「
千
葉
刑
務
所
」
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ

と
同
時
に
刑
期
を
終
了
、
満
期
に
し
て
尚
更

生
の
見
込
み
の
見
え
な
い
も
の
、
釈
放
後
の

生
計
の
見
込
み
の
な
い
も
の
等
は
監
獄
の
別

施
設
「
懲
治
監
」
を
設
立
収
容
さ
れ
た
。
明

治
十
四
年
、「
懲
治
監
」
制
度
は
廃
止
さ
れ
、

成
人
は
「
別
房
留
置
所
」
に
、
少
年
は
「
懲

治
場
」
に
と
区
別
し
て
収
容
さ
れ
た
。 

比
等
の
監
獄
出
所
者
の
処
遇
に
つ
い
て

明
治
政
府
は
困
惑
し
た
模
様
で
、
各
府
県
に

民
間
出
獄
人
保
護
会
社
設
立
を
推
奨
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
少
年
に
つ
い
て
は
「
千
葉

感
化
院
」
が
県
下
仏
教
寺
院
連
合
に
よ
り
明

治
十
九
年
に
設
立
さ
れ
、
後
の
公
立
少
年
院

に
受
け
継
が
れ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
成

人
で
は
明
治
三
十
年
の
恩
赦
に
よ
り
多
数

の
出
獄
者
を
迎
え
、
民
間
の
出
獄
人
保
護
活

動
に
合
わ
せ
、
県
下
仏
教
会
が
協
力
設
立
し

た
の
が
「
帰
性
会
」
の
嚆
矢
「
千
葉
保
護
院
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
経
営
は
変
遷
を
重
ね
、

名
称
も
「
千
葉
福
田
院
」
、「
千
葉
助
成
会
」

な
ど
と
変
更
、
大
正
四
年
「
千
葉
県
帰
性
会
」

と
改
称
、
大
正
十
一
年
に
は
県
内
各
地
に
四

十
七
支
部
を
設
け
佛
教
会
の
各
教
区
所
、
郡

役
所
、
警
察
派
出
所
等
の
協
力
を
得
て
、
一

時
保
護
等
の
更
生
の
助
力
を
実
施
し
て
来

た
。
そ
の
後
、
犯
罪
者
処
遇
の
変
遷
も
あ
り

又
、
幾
度
か
の
戦
争
時
代
を
経
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。 

今
般
発
刊
す
る
「
ふ
く
で
ん
」
は
当
会
が

過
去
「
千
葉
福
田
院
」
と
称
し
た
こ
と
に
因

み
、
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
福
田
」
と

は
佛
教
語
で
「
善
い
行
い
の
種
子
を
蒔
い
て
、

福
徳
の
収
穫
を
得
る
田
畑
」
と
の
意
味
で

あ
る
。 

我
国
へ
佛
教
が
伝
来
し
た
時
、
逸
早
く

受
容
さ
れ
た
聖
徳
太
子
は
佛
教
精
神
に

て
我
国
を
統
治
さ
れ
た
。
そ
し
て
老
人
、

貧
窮
者
や
病
人
等
を
収
容
す
る
「
敬
田

院
」・「
悲
田
院
」・「
施
薬
院
」・「
療
養
院
」

の
四
施
設
を
四
天
王
寺
に
建
立
さ
れ
、
又
、

光
明
皇
后
は
東
大
寺
に
「
悲
田
院
」
「
施

療
院
」
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
に
「
福
田
」
の
教

え
の
実
践
で
あ
り
、
更
に
こ
の
事
業
に
協

力
を
呼
び
か
け
ら
れ
、
社
会
の
人
々
に
福

徳
の
喜
び
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
勧
め
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

以
来
、
我
国
で
は
各
種
慈
善
社
会
事
業

が
拡
が
り
、
比
等
の
事
業
に
対
す
る
賛
助
、

奉
仕
活
動
が
特
に
近
年
盛
ん
に
な
り
、
喜

ば
し
い
限
り
で
あ
る
。 

「
千
葉
県
帰
性
会
」
の
活
動
は
、
刑
を

終
え
た
者
の
新
し
い
社
会
生
活
へ
の
対

応
と
し
て
、
身
寄
り
の
無
い
者
の
一
時
寄

留
、
新
生
活
へ
の
対
応
訓
練
な
ど
を
指
導 

す
る
更
生
保
護
施
設
と
し
て
重
要
な
役

割
を
擔
っ
て
い
る
。
多
く
の
世
の
人
に
御

賛
助
を
願
う
次
第
で
あ
る
。 
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